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（趣旨）
第１条　町は、亘理町耐震改修促進計画に基づき近年中の襲来が予想される大規模地震による住宅被害を減ずるため、町内に存する木造住宅の所有者が当該住宅の改修設計及び改修工事（工事監理費を含む。以下同じ。）又は建替え工事（以下「耐震化工事」という。）を実施する場合に、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則（昭和６２年亘理町規則第５号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
　（定義）
第２条　この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(１)　木造住宅耐震診断助成事業　町が、住宅の所有者の求めに応じ次条に定め
　る補助対象住宅について耐震一般診断及び改修計画作成を行うため、耐震診
断士を派遣する事業（以下「耐震診断等事業」という。）をいう。
(２)　木造住宅耐震改修工事助成事業　町が第３条に定める補助対象住宅につ
いて、その住宅の所有者が行う耐震化工事に係る費用の一部を補助する事業
（以下「耐震化工事助成事業」という。）をいう。 
(３)　その他の工事　住宅の機能や特性を維持・向上させるため住宅及び住宅の
　一部を修繕、補修、模様替え又は更新する工事であって、耐震化工事と併せ
て行う耐震化工事以外の工事で、これに要する費用が１０万円以上のものを
 いう。
（補助対象）
第３条　耐震化工事助成事業の補助金の交付対象となる住宅（以下「対象住宅」という。）は、次の各号に掲げる要件のうち、第１号及び第２号に該当し、かつ、第３号から第５号までのいずれかに該当する住宅とする。
(１)　平成１２年５月３１日以前に着工された戸建て住宅
(２)　在来軸組構法（太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統構法で建てられた住宅を含む。）又は枠組壁構法による木造平家建から木造３階建てまでの住宅
(３)　耐震診断等事業による耐震一般診断の上部構造評点（以下「上部構造評点」という。）が１．０未満となった住宅であって、耐震改修工事により、当該住宅の上部構造評点が１．０以上又は建替え工事（当該住宅が立地する敷地で行うもので、建替え後の住宅は、エネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号）に適合するものとする。立地する敷地内での建替えができないと行政機関又は地盤・地質等の専門家より判断された場合については、町内への建替えを対象とする。以下同じ）を実施する住宅
(４)　耐震診断等事業による耐震一般診断の結果、重大な地盤・基礎の注意事項の指摘を受けた住宅であって、当該の注意事項の改善又は建替え工事を実施する住宅
(５)　上部構造評点１．０未満で重大な地盤・基礎の注意事項がある住宅であって、耐震改修工事により当該上部構造評点が１．０以上、かつ、重大な地盤・基礎の注意事項を改善又は建替え工事を実施する住宅
２　前項の規定にかかわらず、この要綱による補助金の交付を受けたことのある住宅は、補助対象住宅から除く。
（施行業者の範囲）
第４条　補助金の対象工事となる工事は、原則として県内に本店又は支店を有する建設業者等が施行するものとする。
（補助対象経費）
第５条　耐震化工事助成事業の補助金の交付対象となる経費は、対象住宅所有者が行う耐震化工事に要する経費とする。
（補助金の額）
第６条　補助額は、次に掲げる額とする。
(１)　耐震化工事のみを行う場合は、耐震化工事に係る費用のうち、補助事業費上限額を１，４３７，５００円とし、その５分の４（補助限度額１，１５０，０００円）以内の額とする。
(２)　耐震化工事と併せてその他の工事を行う場合は、耐震改修工事に係る費用のうち補助事業費上限額を１，４３７，５００円とし、その１１５分の８（補助限度額を１０万円）以内の額を前号で算出した額に加算できるものとする。
２　補助金の算定に当たっては千円未満を切り捨てるものとする。
（交付の申込等及び決定）
第７条　補助金の交付を受けようとする申込者は、亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業申込書（様式第１号）に別に定める関係書類を添付して、町長に提出しなければならない。
２　町長は、前項の規定による申込があった場合において、適当と認めたときは、補助金の申込を受付し、亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業受付書（様式第２号）により申込者に通知するものとする。
３　補助金の交付を受けようとする申請者（以下「申請者」という。）は、亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付申請書（様式第３号）に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
４　町長は、前項の規定による申請があった場合において、申請に係る書類を審査のうえ、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。
５　町長は、前項の規定による補助金交付決定の際、申請者に必要な条件を別に定めることができる。
（変更等の承認申請）
第８条　申請者は、次に掲げる各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業変更承認申請書（様式第５号）に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
(１)　施工箇所及び施工方法の変更
(２)　補助金の額の変更
２　町長は、前項の規定による申請があった場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業変更承認通知書（様式第６号）により申請者に通知するものとする。
３　申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業遅滞等報告書（様式第７号）を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
４　町長は、前項の報告書を受理したときは、その内容を確認し、亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業指示書（様式第８号）により申請者に指示するものとする。
（補助事業の中止又は廃止）
第９条　申請者が補助事業の中止又は廃止をしようとする場合は、亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業中止（廃止）届（様式第９号）を町長に提出しなければならない。
（完了実績報告書）
第１０条　申請者は、耐震化工事助成事業が完了したときは、亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業完了実績報告書（様式第１０号）（以下「完了実績報告書」という。）に別に定める関係書類を添付して町長に提出しなければならない。
２　前項の書類は、耐震化工事助成事業の完了の日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の３月末日のいずれか早い日までに提出しなければならない。
（補助金の額の確定）
第１１条　町長は、前条の規定により完了実績報告を受けた場合において、完了実績報告書等の書類を審査の上、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付確定通知書（様式第１１号）により申請者に通知するものとする。
（補助金の請求）
第１２条　申請者は、前条の通知を受けた日から起算して１０日以内に亘理町木造住宅耐震改修工事助成事業補助金支払請求書（様式第１２号）を町長に提出しなければならない。
（補助金の取消し）
第１３条　町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(１)　偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
(２)　補助金の交付決定条件、その他法令又はこの要綱に違反したとき。
（補助金の返還）
第１４条　町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、その取り消しに係る補助金について、期限を定めて既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
（書類の整理等）
第１５条　申請者は、補助金の収支に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければならない。
（検査等）
第１６条　町長は、必要に応じて現場検査等を行うことができる。
（その他）
第１７条　この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附　則
この告示は、平成１７年４月１日から施行し、平成１７年度予算に係る補助金から適用する。
　　附　則（平成１８年３月２８日告示第３８号）
この告示は、平成１８年４月１日から施行する。
　　附　則（平成１９年３月３０日告示第３２号）
この告示は、平成１９年４月１日から施行する。
　　附　則（平成２１年３月２７日告示第２０号）
この告示は、平成２１年４月１日から施行する。
　　附　則（平成２３年６月１日告示第４８号）
この告示は、平成２３年６月１日から施行する。
　　附　則（平成２９年３月３１日告示第４８号）
この告示は、平成２９年４月１日から施行する。
　　附　則（平成３０年３月３０日告示第３３号）
この告示は、平成３０年４月１日から施行する。
　　附　則（平成３１年４月２４日告示第５１号）
この告示は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法（平成２９年法律第６３号）の施行の日（平成３１年４月３０日）の翌日から施行する。
　　附　則（令和４年３月３１日告示第３６号）
（施行期日）
１　この告示は、令和４年４月１日から施行する。
　（経過措置）
２　この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式（次項において「旧様式」という。）は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
３　この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
　　　附　則（令和５年２月２０日告示第１３号）
　この告示は、令和５年４月１日から施行する。
　　　附　則（令和５年１１月２０日告示第１３３号）
　この告示は、令和５年１２月１日から施行する。
　　　附　則（令和７年３月３１日告示第４５号）
　この告示は、令和７年４月１日から施行する。
　　　附　則（令和８年３月３１日告示第４４号）
この告示は、令和８年４月１日から施行する。





